
利用時間と保育料 

利用時間 

【１号認定子ども（教育標準時間認定）】 

提供する曜日 月曜日から金曜日まで 

保育時間 教育標準時間 午前９時００分～午後 3 時 3０分（6 時間 30 分） 

幼稚園型 

一時預かり保育 

保育時間 朝：午前７時００分～午前９時００分 

夕：午後 3 時 3０分～午後７時００分 

土曜：午前９時００分～午後７時００分 

休園日 土曜日・日曜日・祝日 

年末・年始（１２月２５日～ １月 6日） 

夏季   （ ８月１２月～ ８月１８日） 

春季   （ ３月２５日～ ３月３１日） 

 

【２号・３号認定子ども（保育認定）】 

提供する曜日 月曜日から土曜日まで 

保育時間 保育標準時間 午前７時３０分～午後６時３０分（１１時間） 

保育短時間 午前９時００分～午後５時００分（８時間） 

延長保育 保育標準時間 朝：午前７時００分～午前７時３０分 

夕：午後６時３０分～午後９時００分 

保育短時間 朝：午前７時００分～午前９時００分 

夕：午後５時００分～午後９時００分 

開所時間 月～金曜日 午前７時００分～午後９時００分 

土曜日 午前７時００分～午後９時００分 

休園日 日曜日・祝日 

年末年始（１２月２９日～１月３日） 

 

 

保育料について 

 高石市の場合、保育料は児童の年齢区分と児童の属する 

世帯全体の前年度の市民税課税額によって決定いたします。 

お住いの市町村ごとに変わりますので、詳しくはお住いの 

市町村までお問合せ下さい。 

 〈お問合せ先〉 

 高石市役所 教育部 子育て支援課 

  TEL：072-275-6359 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



保育時間を超えて利用する場合 

・幼稚園型一時預かり保育の利用料金(１号認定) 

教育時間を超えて、利用された場合は、利用料がかかります。 

預かり保育（月～金） 

15：30～17：00 1回  300円 

7：00～9：00 

17：00～19：00 
15分  100円 

1日預かり保育 
土曜日 

夏季・冬季・春季休業 
1回 1,000円 

＊休園日、行事など園長が必要と決めた日は実施いたしません。 

 

・延長保育料金（２号・３号認定） 

 保育標準時間・保育短時間の認定における基本保育時間を超えて、延長保育を利用した場合、延長保育料が 

 かかります。 

    

 保育標準時間（7：30～18：30） 保育短時間認定（9：00～17：00） 

Ⅰ ７：００～７：３０ ７：００～９：００ 

Ⅱ １８：３０～１９：００ １７：００～１９：００ 

Ⅲ １９：００～２１：００ １９：００～２１：００ 

 

上記Ⅰ・Ⅱの場合 上記Ⅲの場合 

延長時間 日額 
月額 

（月１０回以上利用） 
延長時間 日額 

月額 

（月１０回以上利用） 

１５分 １００円 １，０００円 １５分   ２００円  ２，０００円 

３０分 ２００円 ２，０００円 ３０分   ４００円  ４，０００円 

４５分 ３００円 ３，０００円 ４５分   ６００円  ６，０００円 

６０分 ４００円 ４，０００円 ６０分   ８００円  ８，０００円 

７５分 ５００円 ５，０００円 ７５分 １，０００円 １０，０００円 

９０分 ６００円 ６，０００円 ９０分 １，２００円 １２，０００円 

１０５分 ７００円 ７，０００円 １０５分 １，４００円 １４，０００円 

１２０分 ８００円 ８，０００円 １２０分 １，６００円 １６，０００円 

※ 延長保育は 21 時までとなりますので、必ず 21 時までにお迎えにきていただくようお願いします。 

※ 生活保護世帯・市民税非課税世帯は上記の半額となります。 

 

 


